
○
復
興
庁
令
第
一
号

復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る

た
め
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の



傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
地
域
協
議
会
を
組
織
し
た
旨
の
公
表
）

（
地
域
協
議
会
を
組
織
し
た
旨
の
公
表
）

第
七
条

法
第
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

第
七
条

法
第
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一

復
興
推
進
協
議
会
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
協
議
会
を
い

一

復
興
推
進
協
議
会
（
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
協
議
会
を
い

う
。
次
号
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
地
域
協
議
会
」
と
い
う

う
。
次
号
、
第
二
十
三
条
第
一
号
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「

。
）
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称

地
域
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

認
定
地
方
公
共
団
体
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
を
い

２

認
定
地
方
公
共
団
体
（
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
項
の
実
施
状
況

う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
項
の
実
施
状

報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る

況
報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
め

と
き
は
、
当
該
実
施
状
況
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内

る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以

に
、
指
定
事
業
者
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う
。
次

内
に
、
指
定
事
業
者
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う
。

項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
当
該
事

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
当
該

業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
認
定
の
概

事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
認
定
の



要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
法
第
四
十
条
第
一
項
の
指
定
法
人
の
要
件
）

（
法
第
四
十
条
第
一
項
の
指
定
法
人
の
要
件
）

第
十
七
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

第
十
七
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
推
進
事
業
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規

一

認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
推
進
事
業
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
復
興
推
進
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

定
す
る
復
興
推
進
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
実
施
す
る
法
人
で
あ
っ

こ
の
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
実
施
す
る
法
人
で
あ
っ

て
、
当
該
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
（
法
第

て
、
当
該
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
産
業
集
積
区
域
（
法
第
四
条

四
条
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
復
興
産
業
集
積
区
域
の
う
ち
、
法
第
三
十
七

第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
復
興
産
業
集
積
区
域
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
又
は

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
に
該
当
す
る
区
域
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
本

一
部
が
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
域
が
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す

店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
地
域
で
あ
る
市
町
村
の
区
域
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
内
に
本
店

又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

二

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
第
四
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と

律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
第
四
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
再
投
資
等
準
備
金
を
積
み
立
て
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
（

き
再
投
資
等
準
備
金
を
積
み
立
て
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
（

第
十
号
に
お
い
て
「
積
立
て
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
特

第
十
号
に
お
い
て
「
積
立
て
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
復

定
復
興
産
業
集
積
区
域
の
み
に
事
務
所
、
工
場
、
作
業
場
、
研
究
所
、
営
業
所
、

興
産
業
集
積
区
域
の
み
に
事
務
所
、
工
場
、
作
業
場
、
研
究
所
、
営
業
所
、
店
舗

店
舗
、
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
号
に
お
い
て
「
事
業
所
」
と

、
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
号
に
お
い
て
「
事
業
所
」
と
い
う

い
う
。
）
（
区
域
外
特
定
事
業
所
を
除
く
。
）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
込
ま

。
）
（
区
域
外
特
定
事
業
所
を
除
く
。
）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

れ
る
こ
と
。

こ
と
。



三

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

指
定
（
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら

イ

指
定
（
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら

第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結

第
十
九
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結

事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

新
た
に
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
及
び
装
置
、
建
物

新
た
に
取
得
し
、
又
は
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
た
機
械
及
び
装
置
、
建
物

及
び
そ
の
附
属
施
設
並
び
に
構
築
物
の
取
得
価
額
の
合
計
額
（
以
下
ロ
に
お
い

及
び
そ
の
附
属
施
設
並
び
に
構
築
物
の
取
得
価
額
の
合
計
額
（
以
下
ロ
に
お
い

て
単
に
「
取
得
価
額
の
合
計
額
」
と
い
う
。
）
が
三
億
円
以
上
（
租
税
特
別
措

て
単
に
「
取
得
価
額
の
合
計
額
」
と
い
う
。
）
が
三
億
円
以
上
（
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
四
第
八
項
第
七
号

置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定

に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
若
し
く
は
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合

す
る
中
小
企
業
者
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
等
又
は
同
法
第
六
十
八
条
の
九
第

等
（
以
下
イ
に
お
い
て
単
に
「
農
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第

四
項
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四

六
十
八
条
の
九
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
（
法
人
税
法
（
昭

号
）
第
二
条
第
十
二
号
の
六
の
七
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
で
あ
る
農
業
協
同

和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
十
二
号
の
六
の
七
に
規
定
す
る
連
結

組
合
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
中
小
企
業
者
等
」
と
い
う
。

親
法
人
で
あ
る
農
業
協
同
組
合
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
中

）
に
つ
い
て
は
、
三
千
万
円
以
上
）
で
あ
る
こ
と
、
又
は
三
億
円
以
上
（
中
小

小
企
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
千
万
円
以
上
）
で
あ
る
こ
と
、

企
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
三
千
万
円
以
上
）
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

又
は
三
億
円
以
上
（
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
三
千
万
円
以
上
）
に
な
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

区
域
外
事
業
所
（
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
の
区
域
外
に

十

区
域
外
事
業
所
（
第
一
号
に
規
定
す
る
復
興
産
業
集
積
区
域
の
区
域
外
に
あ
る

あ
る
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
は
、
次

事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
は
、
次
の
い

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ト

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
事
業
者
の
要
件
）

（
削
る
）

第
二
十
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

指
定
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら

第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
復
興
推
進
事
業
（
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
の
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
（
次
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定

事
業
者
事
業
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
が
認
定
復
興
推
進
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
を

有
す
る
こ
と
。

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
六
の
一
に
よ
る
実
施
状
況
報
告

書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
年
度
の
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
の
実
施
状
況



二

前
年
度
の
収
支
決
算

三

前
年
度
の
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
賃
貸
住
宅
の
取
得
等
に

関
す
る
実
績

２

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係
る
復
興

推
進
事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況
報
告
書
の

提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
事
業
者
（
法
第
四
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
の
二
に
よ
る
当
該
事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
定

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
認
定
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し

て
、
別
記
様
式
第
六
の
三
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る

。（
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
事
業
者
の
指
定
の
申
請
手
続
等
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
指
定
事
業
者
事

業
実
施
計
画
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
六
の
四
に
よ
る
申
請

書
に
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
認

定
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の



三

第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
事
業
者
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
別
記
様
式
第

六
の
五
に
よ
る
宣
言
書

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
に
関
す
る
処
分
を

行
う
も
の
と
す
る
。

３

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人
事
業
者
又
は
法

人
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
の
六
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人

事
業
者
又
は
法
人
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
六
の
七
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
に
際
し
、
指
定

の
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
指
定
の
有
効
期
間
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。

６

指
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
合
併
又
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
は
、
指
定
に

係
る
復
興
推
進
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
に
係
る
前
項
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
は
、
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
を
除
き
、
合
併
又
は

分
割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
（

当
該
合
併
又
は
分
割
の
当
事
者
で
あ
る
法
人
の
う
ち
に
指
定
事
業
者
が
二
以
上
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
事
業
者
に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日

の
う
ち
最
も
早
い
日
）
と
す
る
。

７

指
定
事
業
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
係
る
記
載
事
項
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
認
定
地
方
公
共
団



体
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
事
業
者
は
、
当
該

変
更
後
の
別
記
様
式
第
六
の
四
に
よ
る
申
請
書
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
、

当
該
変
更
の
内
容
が
分
か
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
認
定
地
方
公
共
団
体
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
を
し
た
後
で
あ

っ
て
も
、
前
項
の
届
出
に
お
い
て
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
す
る
指
定

の
有
効
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
後
の
希
望
す
る
指
定
の
有
効
期

間
を
考
慮
し
て
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
っ
て
付
し
た
指
定
の
有
効
期
間
を
、
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
（
当
該
指
定
の
日
が
法
の
施
行
の
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ
る
場
合
に
は
、
十
五
年
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
書
面
で
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と

10
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合

も
、
同
様
と
す
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
示

11
の
日
付
及
び
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し

12
、
必
要
な
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
指
定
会
社
の
要
件
）

（
削
る
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

地
域
協
議
会
を
構
成
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
二
十

六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
復
興
推
進
事
業
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
復
興
推
進
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
適

正
か
つ
確
実
な
計
画
（
次
号
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
会
社
事

業
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

指
定
会
社
事
業
実
施
計
画
が
認
定
復
興
推
進
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
が
最
初
の
事
業
年
度
に
属
す
る
会
社
又
は
復
興

推
進
計
画
の
認
定
の
日
に
お
い
て
最
初
の
事
業
年
度
が
開
始
し
て
い
な
い
会
社

復
興
推
進
事
業
の
従
事
者
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
従
事
者

の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の
一
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
に
お
い
て
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度
を
経
過
し

て
い
る
会
社

次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。



復
興
推
進
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
の
額
を
第
二
十
五
条
第
一
項

(1)
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年

度
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の

営
業
費
用
の
額
で
除
し
て
計
算
し
た
割
合
が
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

復
興
推
進
事
業
の
従
事
者
の
数
が
二
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
従
事

(2)
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の

一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

基
準
事
業
年
度
に
お
け
る
営
業
利
益
の
額
の
売
上
高
の
額
に
対
す
る
割
合

(3)
が
百
分
の
二
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
。

五

株
主
グ
ル
ー
プ
（
株
主
の
一
人
並
び
に
当
該
株
主
と
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
個
人
及
び

法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式
の
総

数
が
、
投
資
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
発
行
済
株
式
の
総
数
の
十
分
の
三
以
上
で

あ
る
も
の
の
有
す
る
株
式
の
合
計
数
が
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
六
分
の
五
を
超

え
な
い
会
社
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
株
主
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
そ
の
有
す
る
株
式

の
総
数
が
最
も
多
い
も
の
が
、
投
資
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
発
行
済
株
式
の
総

数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
数
の
株
式
を
有
す
る
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
株
主
グ

ル
ー
プ
の
有
す
る
株
式
の
総
数
が
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
六
分
の
五
を
超
え
な

い
会
社
で
あ
る
こ
と
。

六

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に

規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
又
は
同
法
第
六
十
七
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株

券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
こ
と
。



七

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
こ
と
。

イ

発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
数
の
株
式
が
同
一
の
大
規
模
法

人
（
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
又
は
資
本

金
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
の
う
ち
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
千

人
を
超
え
る
法
人
を
い
い
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
大
規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人

（
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
会
社
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

(1)

(3)

。
）
の
所
有
に
属
し
て
い
る
会
社

当
該
大
規
模
法
人
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額

(1)
の
合
計
額
が
当
該
他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
二
分

の
一
以
上
に
相
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

当
該
大
規
模
法
人
及
び
こ
れ
と

に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社

(2)

(1)

が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額
が
当
該
他

の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

当
該
大
規
模
法
人
並
び
に
こ
れ
と

及
び

に
規
定
す
る
特
殊
の
関
係
の

(3)

(1)

(2)

あ
る
会
社
が
有
す
る
他
の
会
社
の
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
額

が
当
該
他
の
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
の
二
分
の
一
以
上

に
相
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
が
大
規

模
法
人
及
び
当
該
大
規
模
法
人
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
法
人
の
所
有
に
属
し
て

い
る
会
社

八

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年



法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業
又
は
同
条
第
五
項

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
事
業
を
行
う
会
社
で
な
い
こ
と

。
（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

（
削
る
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
七
の
一
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一

前
年
度
の
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
の
実
施
状
況

二

前
年
度
の
収
支
決
算

三

個
人
か
ら
の
金
銭
に
よ
る
払
込
み
（
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
株
引
受
権
付
社
債
に
係
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
商

法
第
三
百
四
十
一
条
ノ
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
払
込
み
を
除
く
。
第
二
十

六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
新
株
を
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
株
式
の
発

行
に
よ
る
資
金
調
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
投
資
に
関
す
る
契

約
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
株
式
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
資
金
の

調
達
に
関
す
る
実
績

２

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係
る
復
興

推
進
事
業
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
会
社
（
法
第
四
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
当
該
事
業
を
適
切
に
実



施
し
て
い
る
と
認
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
認
定
の
概
要
を
記
載
し
た

書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
指
定
会
社
に
対
し
て

、
別
記
様
式
第
七
の
三
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

指
定
会
社
は
、
第
二
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
指
定
会
社
の
株

式
を
払
込
み
に
よ
り
取
得
し
た
個
人
に
対
し
て
、
第
一
項
の
報
告
に
よ
る
当
該
書
面

の
交
付
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
会
社
の
指
定
の
申
請
手
続
等
）

（
削
る
）

第
二
十
五
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
社
は
、
指
定
会
社
事
業
実
施
計
画
そ
の
他

の
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
七
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
会
社
の
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
認
定
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二

基
準
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書
（
設
立

後
最
初
の
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

基
準
事
業
年
度
の
確
定
申
告
書
（
法
人
税
法
第
二
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る

確
定
申
告
書
を
い
う
。
）
に
添
付
さ
れ
た
法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大

蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
表
二
の
写
し
（
設
立
後

最
初
の
事
業
年
度
を
経
過
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

四

申
請
の
日
に
お
け
る
株
主
名
簿

五

常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
を
証
す
る
書
面

六

組
織
図



七

第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
会
社
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
別
記
様
式
第

七
の
五
に
よ
る
宣
言
書

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
に
関
す
る
処
分
を

行
う
も
の
と
す
る
。

３

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
会
社
に
対
し
て
、
別

記
様
式
第
七
の
六
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
会
社

に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
七
の
七
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

５

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
に
際
し
、
指
定

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
指
定
の
有
効
期
間
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
有
効
期
間
は
、
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事
業
が
終
了
し
た
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

７

指
定
会
社
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
係
る
記
載
事
項
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
認
定
地
方
公
共
団
体

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
会
社
は
、
当
該
変
更

後
の
別
記
様
式
第
七
の
四
に
よ
る
申
請
書
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
、
当
該

変
更
の
内
容
が
分
か
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
認
定
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す



る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
書
面
で
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

９

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と

す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合

も
、
同
様
と
す
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
示

10
の
日
付
及
び
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
会
社
に
対
し
、

11
必
要
な
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
会
社
に
係
る
株
式
の
払
込
み
の
確
認
等
）

（
削
る
）

第
二
十
六
条

指
定
会
社
は
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
を
取
得
す
る
個
人
か
ら
の
金
銭
に

よ
る
払
込
み
を
受
け
る
前
に
、
株
式
投
資
契
約
そ
の
他
の
資
金
の
調
達
に
関
す
る
契

約
の
締
結
状
況
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
七
の
八
の
報
告
書
を
認
定
地
方
公
共
団
体

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

指
定
会
社
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
株
式
を
金
銭
に
よ
る
払
込
み
に
よ
り
取
得
を
行
お

う
と
す
る
個
人
が
民
法
組
合
等
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六

百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
組
合
又
は
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
通
じ
て
取
得
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
会
社
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書



類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
民
法
組
合
等
の
組
合
契
約
書
の
写
し

二

当
該
民
法
組
合
等
が
取
得
し
た
当
該
株
式
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
立
時
募
集
株
式
又
は
同
法
第
百
九

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式
に
限
る
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ

の
総
数
の
引
受
け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書
面

三

別
記
様
式
第
七
の
九
に
よ
る
当
該
民
法
組
合
等
が
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
旨
を
誓
約
す
る
書
面

３

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
項
の
報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係
る
復
興
推
進
事

業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
会
社
に
対
し
、

別
記
様
式
第
七
の
十
に
よ
る
当
該
事
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
認

定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

認
定
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
指
定
会
社
に
対
し
て

、
別
記
様
式
第
七
の
十
一
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る

。
５

指
定
会
社
は
、
第
三
項
の
書
面
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
株
式
投
資
契
約
を
締

結
し
た
個
人
に
対
し
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
面
（
次
項
に
お

い
て
「
認
定
書
交
付
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

認
定
書
交
付
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
個
人
が
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
指
定
会

社
の
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
指
定

会
社
は
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
を
払
込
み
に
よ
り
取
得
し
た
個
人
ご
と
（
当
該
指
定



会
社
が
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
の
払
込
み
の
期
日
又
は
そ
の
期
間
を
複
数
回
定
め
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
及
び
当
該
期
日
又
は
当
該
期
間
ご
と
）
に
、
別
記
様
式
第

七
の
十
二
に
よ
る
申
請
書
一
通
を
認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

７

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
指
定
書
の
写
し

二

当
該
株
式
の
発
行
を
決
議
し
た
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
、
取
締
役
の
決
定

が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し

三

当
該
個
人
が
取
得
し
た
当
該
株
式
（
会
社
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

設
立
時
募
集
株
式
又
は
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
株
式
に
限

る
。
）
の
引
受
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
総
数
の
引
受
け
を
行
う
契
約
を
証
す
る
書

面
四

会
社
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
払

込
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

五

外
部
か
ら
の
投
資
を
受
け
て
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
り
、
株
式
投
資
契
約
を

締
結
し
た
契
約
書
の
写
し

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
書
類

８

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、

申
請
者
で
あ
る
同
項
の
指
定
会
社
に
対
し
て
、
同
項
の
個
人
ご
と
に
別
記
様
式
第
七

の
十
三
に
よ
る
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

９

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
確
認
を
し
な
い
と
き
は
、
申
請
者
で
あ
る

第
六
項
の
指
定
会
社
に
対
し
て
、
同
項
の
個
人
ご
と
に
別
記
様
式
第
七
の
十
四
に
よ



り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
金
融
機
関
の
要
件
）

（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
金
融
機
関
の
要
件
）

第
二
十
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
二
十
七
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る

の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

復
興
特
区
支
援
貸
付
事
業
（
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
復
興
特
区

一

復
興
特
区
支
援
貸
付
事
業
（
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
復
興
特
区

支
援
貸
付
事
業
を
い
う
。
第
二
十
四
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
安

支
援
貸
付
事
業
を
い
う
。
第
三
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
安

定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

二

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
利
子
補
給
契
約

二

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
利
子
補
給
契
約

（
同
項
に
規
定
す
る
利
子
補
給
契
約
を
い
う
。
次
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に

（
同
項
に
規
定
す
る
利
子
補
給
契
約
を
い
う
。
次
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
～
第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
八
条
～
第
三
十
条

（
略
）

（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
金
融
機
関
の
指
定
の
申
請
手
続
等
）

（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
金
融
機
関
の
指
定
の
申
請
手
続
等
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定

第
三
十
一
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
は
、
別
記
様
式
第
八
の
二
に
よ
る
申

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
は
、
別
記
様
式
第
八
の
二
に
よ
る
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
二
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

第
二
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

（
略
）

五

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）



（
復
興
整
備
計
画
の
作
成
等
）

（
復
興
整
備
計
画
の
作
成
等
）

第
二
十
五
条

被
災
関
連
市
町
村
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
関
連
市

第
三
十
二
条

被
災
関
連
市
町
村
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
関
連
市

町
村
を
い
う
。
次
項
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

町
村
を
い
う
。
次
項
、
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の

は
、
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
復
興
整
備
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
復

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
復
興
整
備
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
復

興
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

興
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地
域
を
そ
の
区
域
と

２

法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地
域
を
そ
の
区
域
と

す
る
被
災
関
連
市
町
村
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地

す
る
被
災
関
連
市
町
村
（
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
地
域
に
該
当
す
る
地

域
を
そ
の
区
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

域
を
そ
の
区
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等
（
法
第
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す

地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
被
災
関
連
市
町
村
等
（
法
第
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す

る
被
災
関
連
市
町
村
等
を
い
う
。
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に

る
被
災
関
連
市
町
村
等
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
復
興
整
備
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
復
興
整
備
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る

。

。

（
土
地
利
用
方
針
の
記
載
事
項
）

（
土
地
利
用
方
針
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

第
三
十
三
条

法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

復
興
整
備
事
業
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
整
備
事
業

二

復
興
整
備
事
業
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
復
興
整
備
事
業

を
い
う
。
次
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

を
い
う
。
次
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

お
お
む
ね
の
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

お
お
む
ね
の
区
域
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図



第
二
十
七
条
～
第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条
～
第
四
十
一
条

（
略
）

（
変
更
届
出
手
続
）

（
変
更
届
出
手
続
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
六
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

（
復
興
の
た
め
に
必
要
な
事
業
）

（
削
る
）

第
四
十
四
条

法
第
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ト
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備

に
関
す
る
事
業

二

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
の
た
め
に
行
う
土
地
の
発
掘
に
関
す
る
事
業

三

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
病
院
の
耐
震
改
修
に
関
す
る
事
業

四

農
山
漁
村
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
定
住

等
及
び
地
域
間
交
流
の
促
進
に
関
す
る
事
業

五

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号

）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
の



整
備
に
関
す
る
事
業

六

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
市
街
地
再
開
発
事
業

七

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
都
市
公
園
の
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
事
業

八

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

下
水
道
の
設
置
又
は
改
築
に
関
す
る
事
業

九

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道

路
の
修
繕
に
関
す
る
事
業

十

住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
住
宅
地
区
改
良
事
業

十
一

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
浄
化
槽
の
整
備
に
関
す
る
事
業

十
二

法
第
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
又
は
前
各
号

に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
者
に
対
し
補
助
す
る
事
業

十
三

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
事
業

（
復
興
交
付
金
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条

法
第
七
十
七
条
第
二
項
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

復
興
交
付
金
事
業
計
画
（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事

業
計
画
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

区
域
に
お
け
る
被
害
の
状
況



二

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
復
興
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

（
削
る
）

第
四
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
市
町
村
（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
市
町
村
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
都

道
県
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
都
道
県
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
、
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
復
興
交
付
金
事
業
計
画
の

提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
復
興
交
付
金
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
分
計
画
を
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
交
付
担
当
大
臣
が
交
付
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付
金
の
額
を

明
ら
か
に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
担
当
大
臣
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
復
興
交
付
金
の
交
付
の
方
法
等
）

（
削
る
）

第
四
十
七
条

復
興
交
付
金
の
交
付
の
事
務
は
、
復
興
交
付
金
事
業
等
（
法
第
七
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事
業
等
を
い
う
。
）
ご
と
に
内
閣
総
理
大
臣
が

定
め
る
各
省
各
庁
の
長
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
交
付
担
当
大
臣
」
と
い
う

。
）
が
行
う
。

２

特
定
市
町
村
又
は
特
定
都
道
県
は
、
交
付
担
当
大
臣
に
交
付
の
申
請
書
そ
の
他
の

復
興
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大

臣
を
経
由
し
て
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

交
付
担
当
大
臣
は
、
特
定
市
町
村
又
は
特
定
都
道
県
ご
と
に
復
興
交
付
金
を
交
付



す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
条
及
び
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
復
興
交
付
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る

事
業
又
は
事
務
、
復
興
交
付
金
の
交
付
の
手
続
、
復
興
交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
復
興
交
付
金
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

（
削
る
）

第
四
十
八
条

特
定
市
町
村
又
は
特
定
都
道
県
は
、
復
興
交
付
金
事
業
計
画
の
実
績
に

関
す
る
評
価
を
当
該
計
画
の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日

ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

特
定
市
町
村
又
は
特
定
都
道
県
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
遅
滞
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
の
一
の
８
．
中
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第
１
号
の
第
４
欄

第
1
7
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第
１
号
の
第

、

４
欄
及
び
第
2
5
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第
１
号
の
第
４
欄

」
を
「第

1
0
条
第
１
項

第
1
7
条
の
２
第
１
項
及
び
第
2
5
条
の
２
第
１

、

項

」
に
、
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
を
「第

1
0
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
に
、
「第

１
号
に
係
る

」
を
「

建
築
物
整
備
事
業
に
係
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
８
．

中
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
を
「第

1
0
条
第
１
項
若

(2)

「注

し
く
は
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
中
「
（備

考

）

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と

」
を

、
。

（備



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
起
因
し
て
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
に
取
得
又
は
製
作

考
）

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と

、
。

若
し
く
は
建
設
を
し
て
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
設
備
が
あ
る
場
合
は

そ
の
設
備
名

設
置
予
定
地

取
得

、
、

、

予
定
価
額

用
途
及
び
事
業
内
容
を
6
.
(
2
)に
記
載
す
る
こ
と

、
。

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
二
の
四
（
別
紙
）
の
６
．
中
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第
１
号
の
第
４
欄

第
1
7
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第

、

１
号
の
第
４
欄
及
び
第
2
5
条
の
２
第
１
項
の
表
の
第
１
号
の
第
４
欄

」
を
「第

1
0
条
第
１
項

第
1
7
条
の
２
第
１
項
及
び
第
2
5
条

、

の
２
第
１
項

」
に
、
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
を
「第

1
0
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
に
、
「第

１
号
に
係

る

」
を
「建

築
物
整
備
事
業
に
係
る

」
に
改
め
、
同
様
式
（
別
紙
）
の
６
．

中
「第

1
0
条
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
を

(2)

「第
1
0
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項

」
に
改
め
る
。

「注
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

別
記
様
式
第
四
の
一
中
「
（備

考

）用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と

」
を

、
。

（備
考

）用
紙
の
大

イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
起
因
し
て
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
に
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設



き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と

、
。

を
し
て
事
業
に
関
連
す
る
研
究
開
発
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
設
備
が
あ
る
場
合
は

そ
の
設
備
名

設
置
予
定
地

、
、

取
得
予
定
価
額

用
途
及
び
事
業
内
容
を
6
.
(
2
)に
記
載
す
る
こ
と

、
、

。

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
五
の
六
の

、

及
び
注
１
中
「復
興
産
業
集
積
区
域

」
を
「特

定
復
興
産
業
集
積
区
域

」
に
改
め
、
同
様
式
の

(6)

(7)

注
２
中
「第

4
2
条
の
４
第
２
項

」
を
「第

4
2
条
の
４
第
８
項
第
７
号

」
に
、
「農

業
協
同
組
合
等
又
は
同
法
第
6
8
条
の
９
第
２
項

」
を
「同

項
第
９
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
等

（注
２
に
お
い
て

「農
業
協
同
組
合
等

」と
い
う

）又
は
同
法
第
6
8
条
の

。

９
第
８
項
第
６
号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
３
の

中
「復

興
産
業
集
積
区
域

」
を
「特

定
復
興
産
業
集
積
区
域

」
に
改
め
る
。

(11)

別
記
様
式
第
六
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
七
の
十
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
七
の
十
四
ま
で

削
除

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
復
興
庁
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る



も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
一
条

福
島
県
知
事
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

（
新
設
）

）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
章
第
一
節
及
び
法
第
六
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
特
例
措
置

の
適
用
を
受
け
る
主
体
の
特
定
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

法
第
七
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
関
係
市
町
村
長
（
福
島
復
興
再
生

計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
同
条
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
関
係
市
町
村
長
及
び
同
項
各
号
に
定
め
る
者
）
並
び
に
同
条
第
五

項
第
一
号
及
び
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
施
主
体
の
意
見
の
概
要

三

法
第
七
条
第
十
項
の
提
案
を
踏
ま
え
た
福
島
復
興
再
生
計
画
に
つ
い
て
の
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案



の
概
要

四

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
提
案
と
併
せ
て
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案
に
係
る
書
類
の
写
し

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類

（
法
第
七
条
第
六
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
分
野
）

第
二
条

法
第
七
条
第
六
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
分
野
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

（
新
設
）

す
る
。

一

航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
航
空
機
を
い
う
。
）
若
し
く
は
小
型
無
人
機
（
重
要
施
設
の
周

辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機
を
い
う

。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
連
す
る
分
野

二

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
法
第
七
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い
う
。
）
の
利
用
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
の
高
度
化
の

た
め
の
事
業
に
関
連
す
る
分
野

三

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
に
資
す
る
高
度
な
技
術
に
関

連
す
る
分
野

四

健
康
・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
（
健
康
・
医
療

戦
略
推
進
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
健
康



・
医
療
に
関
す
る
先
端
的
研
究
開
発
及
び
新
産
業
創
出
を
い
う
。
）
を
図
る
事

業
に
関
連
す
る
分
野

五

宇
宙
の
開
発
に
関
す
る
技
術
開
発
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
の
実
用
化
の
促
進

を
図
る
事
業
に
関
連
す
る
分
野

（
認
定
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条

福
島
県
知
事
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

（
新
設
）

る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
福
島
復

興
再
生
計
画
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
福
島
復
興
再
生
計
画
を
い
う

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
認
定
福

島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
四
条

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災

（
新
設
）

復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
認
定

福
島
復
興
再
生
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
内
閣
総
理
大
臣
が
認
め
る
も
の
と

す
る
。

（
公
共
施
設
等
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
事
業
）

（
公
共
施
設
等
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
事
業
）

第
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設

第
一
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一



に
つ
い
て
、
点
検
、
清
掃
、
軽
微
な
修
理
及
び
修
繕
そ
の
他
当
該
施
設
の
機
能
を

項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
、
点
検
、
清
掃

回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
行
う
事

、
軽
微
な
修
理
及
び
修
繕
そ
の
他
当
該
施
設
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な

業
と
す
る
。

行
為
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
の
方
法
等
）

（
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
の
方
法
等
）

第
六
条

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
要
請
を
し
よ
う

第
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
の
要
請
を
し
よ
う
と

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
要
請
書
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
一
に
よ
る
要
請
書
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
七
条

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
（
以

第
二
条
の
二

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村

下
「
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
長
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

（
以
下
「
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
長
は
、
同
項
の
規
定
に

認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他

よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一
の
二
に
よ
る
申
請

の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
に
、
次
に
掲
げ
る
図

書
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
に
、
次
に

書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

三

特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

定
す
る
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
文
書

工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
文
書

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）



（
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条

特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
は
、
法
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
読
み

第
二
条
の
三

特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
は
、
法
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て

替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律

り
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に

第
百
二
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

規
定
す
る
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
次
条
に
お
い

再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
一
の
三
に

て
同
じ
。
）
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ

よ
る
申
請
書
に
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
特
定
復
興
再
生
拠
点
区

る
申
請
書
に
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点

域
復
興
再
生
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ

区
域
復
興
再
生
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、

れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

（
法
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
九
条

（
略
）

第
二
条
の
四

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施

二

認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項

期
間
に
影
響
を
与
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域

に
規
定
す
る
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
次
号
に

復
興
再
生
計
画
の
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
期
間
に
影
響
を
与
え
な
い
場
合

に
お
け
る
当
該
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
期
間
の
六
月

以
内
の
変
更

三

（
略
）

三

（
略
）

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

（
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
十
条

法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興

第
二
条
の
五

法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域



再
生
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備

復
興
再
生
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
帰
還
環
境
整
備
推
進

推
進
法
人
（
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
帰
還
・
移

法
人
（
法
第
四
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
帰
還
環
境
整
備

住
等
環
境
整
備
推
進
法
人
を
い
う
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
名
称
及

推
進
法
人
を
い
う
。
第
八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復

務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画

興
再
生
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な

の
素
案
を
添
え
て
、
特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
）

（
法
第
十
八
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
）

第
十
一
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
と
す
る
。

と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
企
業
立
地
促
進
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

一

相
当
数
の
避
難
解
除
区
域
（
法
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域

一

相
当
数
の
避
難
解
除
区
域
の
住
民
等
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
事
業

を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
等
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
事
業

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

原
子
力
災
害
（
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い
う
。
第
十

四

原
子
力
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
施
設
等
の
復
旧
及
び
復
興
に
資
す
る
事

四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
施
設
等
の
復
旧
及
び
復
興
に

業

資
す
る
事
業

（
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
個
人
事
業
者

第
四
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
個
人
事
業
者
又

又
は
法
人
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
避

は
法
人
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
避
難

難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難

解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次



じ
。
）
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
申
請
書
に
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

二
の
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
別
記
様
式
第
七

三

法
第
二
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業

に
よ
る
宣
言
書

実
施
計
画
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
別
記
様
式
第
二
の
二
に
よ
る
宣
言
書

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

法
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
申
請
者
は
、
事
業
予
定
地

２

法
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
申
請
者
は
、
事
業
予
定
地

に
係
る
避
難
指
示
の
全
て
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日

に
係
る
避
難
指
示
の
全
て
が
解
除
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
に
前
項
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と

ま
で
の
間
に
第
一
項
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の

す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

認
定
事
業
者
（
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下

４

認
定
事
業
者
（
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
合
併
又
は
分
割
が

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
合
併
又
は
分
割
が

あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
項

あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
項

に
規
定
す
る
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
第

に
規
定
す
る
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
い
、
同

六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
の
全
部

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下

を
承
継
し
た
法
人
に
係
る
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
施
期
間
は
、
同
条

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
合
併
又
は
分

事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
に
係
る
前
項
の
実
施
期
間
は
、
法
第
二
十
条
第
三

割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進

項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
合
併
又
は
分
割
の

事
業
実
施
計
画
の
実
施
期
間
と
す
る
。

前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業

実
施
計
画
の
実
施
期
間
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）



６

認
定
事
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
避
難

６

認
定
事
業
者
に
つ
い
て
相
続
、
合
併
又
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
避
難

解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
係
る
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生

解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
係
る
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生

推
進
事
業
の
相
続
人
又
は
当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
（
避
難
指
示
で
あ

推
進
事
業
の
相
続
人
又
は
当
該
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
（
避
難
指
示
で
あ

っ
て
法
第
四
条
第
四
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
指
示
で
あ
る
も
の
の
対
象
と
な
っ
た

っ
て
法
第
四
条
第
四
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
指
示
で
あ
る
も
の
の
対
象
と
な
っ
た

区
域
内
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
が
所

区
域
内
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
が
所

在
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
前
項
の
積
立
金
の
積
立
期
間
は
、
法
第
二
十

在
し
て
い
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
前
項
の
積
立
金
の
積
立
期
間
は
、
法
第
二
十

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
相
続
、
合

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
除
き
、
相
続
、
合

併
又
は
分
割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
避
難
解
除
等
区
域
復
興

併
又
は
分
割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
避
難
解
除
等
区
域
復
興

再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
く
積
立
金
の
積
立
期
間
と
す
る
。

再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
く
積
立
金
の
積
立
期
間
と
す
る
。

（
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請

（
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

）
第
十
三
条

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生

第
五
条

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事

推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再

業
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
別

生
推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更
の
認

記
様
式
第
二
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
者
は
、
当
該
変
更
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
に
つ

当
該
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容

い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書

が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

類
の
う
ち
当
該
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
に

る
。

伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

２

認
定
事
業
者
は
、
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
従

２

認
定
事
業
者
は
、
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
実
施
計
画
に
従

っ
て
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
を
実
施
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
前
項

っ
て
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進
事
業
を
実
施
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
前
項

の
申
請
に
お
い
て
法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
施
期
間
に
変
更
が

の
申
請
に
お
い
て
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
実
施
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に



あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
実
施
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範

は
、
同
項
に
規
定
す
る
実
施
期
間
を
、
当
該
実
施
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
五

囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
認
定
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
推
進

（
新
設
）

事
業
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
二
十
四
条
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
）

第
十
四
条

法
第
二
十
四
条
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
は
、
原
子
力
災
害
の
被

（
新
設
）

災
者
で
あ
る
労
働
者
（
以
下
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

第
十
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
住
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
上
の
不
安
の
解
消
を
図
る
た
め
の
事
業
）

（
住
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
上
の
不
安
の
解
消
を
図
る
た
め
の
事
業
）

第
十
六
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ト
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

第
七
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
あ

あ
っ
て
は
、
特
定
避
難
勧
奨
地
点
の
設
定
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
（
伊
達
市
の
区

っ
て
は
、
特
定
避
難
勧
奨
地
点
の
設
定
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
（
伊
達
市
の
区
域

域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の

内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
事

事
業
の
実
施
に
当
た
り
特
定
避
難
勧
奨
地
点
の
設
定
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
と
密

業
の
実
施
に
当
た
り
特
定
避
難
勧
奨
地
点
の
設
定
の
対
象
と
な
っ
た
区
域
と
密
接

接
不
可
分
と
認
め
ら
れ
る
周
辺
の
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

不
可
分
と
認
め
ら
れ
る
周
辺
の
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
移
住
等
の
促
進
に
資
す
る
た
め
の
事
業
）

第
十
七
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
チ
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
移

（
新
設
）



住
等
（
法
第
七
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
移
住
等
を
い
う
。
）
の
促
進
に
資

す
る
た
め
の
事
業
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

避
難
指
示
・
解
除
区
域
（
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区

域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
復
興
及
び
再
生
の
推
進
に
寄

与
す
る
人
材
の
確
保
又
は
起
業
を
志
望
す
る
者
に
対
す
る
支
援
の
た
め
の
事
業

二

避
難
指
示
・
解
除
区
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
増
大
そ
の
他
の
地
域
経
済
の

活
性
化
に
資
す
る
事
業

三

避
難
指
示
・
解
除
区
域
へ
移
住
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
し
た
者
の
良
好
な
生

活
環
境
の
確
保
に
関
す
る
事
業

四

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難

指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
を
い
う
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
福
島

県
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
業

五

避
難
指
示
・
解
除
区
域
の
復
興
及
び
再
生
を
図
る
た
め
の
広
報
活
動
を
行
う

事
業

六

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
事
業

（
住
民
の
帰
還
及
び
移
住
等
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
必

（
住
民
の
帰
還
の
促
進
を
図
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
）

要
な
事
業
）

第
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
リ
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次

第
八
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ト
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に

に
掲
げ
る
も
の
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
避
難
解
除

掲
げ
る
も
の
（
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
避
難
解
除
区

区
域
等
（
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
を
い
う
。

域
等
（
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
を
い
う
。
以

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
限
る
。
）
と
す
る
。



（
削
る
）

一

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
等

施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

一
～
八

（
略
）

二
～
九

（
略
）

２

帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰

２

帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境
整

還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
前
項
第
六
号
又
は

備
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
前
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事

第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
併
せ
て
、
当
該

業
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
併
せ
て
、
当
該
事
業
の
実
施
区
域
を

事
業
の
実
施
区
域
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

（
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
十
九
条

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備

第
八
条
の
二

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帰
還
環
境
整
備
事
業
計

事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備

画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
帰
還
環
境
整
備
推
進
法
人
は
、
名

推
進
法
人
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
帰
還

称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
帰
還
環
境
整
備
事
業
計

・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町

画
の
素
案
を
添
え
て
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
（
法
第
三
十
三
条
第
一
項

村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
を
い
う
。
）
の
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

（
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

第
二
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
（
法
第
三
十
四

第
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
（
法
第
三
十
四
条

条
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）
か
ら
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
の
提
出
を
受

か
ら
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は

け
た
場
合
は
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
帰

、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
（
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境
整
備

還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
分
計
画

交
付
金
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
分
計
画
を
、
次
条
第
一
項
の
規



を
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交

定
に
よ
り
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
（
同
項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境

付
金
交
付
担
当
大
臣
が
交
付
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付
金
の
額
を
明
ら
か

整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
の
事
務

に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付
金
の
額
を
明
ら
か
に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当

か
じ
め
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

大
臣
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の
方
法
等
）

（
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の
方
法
等
）

第
二
十
一
条

帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の
事
務
は
、
帰
還
・
移
住

第
十
条

帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の
事
務
は
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
事
業

等
環
境
整
備
交
付
金
事
業
等
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
・
移
住

等
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
事
業
等
を
い
う

等
環
境
整
備
交
付
金
事
業
等
を
い
う
。
）
ご
と
に
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
各
省

。
）
ご
と
に
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
各
省
各
庁
の
長
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お

各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に

い
て
「
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。

規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
」

と
い
う
。
）
が
行
う
。

２

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
は
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
交
付

２

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
は
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣

担
当
大
臣
に
交
付
の
申
請
書
そ
の
他
の
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付

に
交
付
の
申
請
書
そ
の
他
の
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
書
類
を
提

に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
こ

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と

れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域

３

帰
還
環
境
整
備
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等

市
町
村
等
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す

に
そ
れ
ぞ
れ
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

４

前
条
及
び
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金

４

前
条
及
び
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の



の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
交

対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
、
帰
還
環
境
整
備
交
付
金
の
交
付
の
手
続
、
帰
還
環

付
の
手
続
、
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に

境
整
備
交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の

つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

（
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
二
十
二
条

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規

第
十
一
条

避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
等
は
、
帰
還
環
境
整
備
事
業
計
画
（
法

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
帰
還
・
移
住
等
環
境
整
備
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
実
績
に
関

価
を
当
該
計
画
の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に

す
る
評
価
を
当
該
計
画
の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日

内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

（
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

第
二
十
三
条

確
認
（
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

第
十
二
条

確
認
（
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
に

い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
平
成
二
十
三
年

お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当

三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他

該
申
請
者
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第

の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業

九
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提

者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
十

３

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に

に
よ
る
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

対
し
て
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
確
認
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
て

４

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人
事



、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

業
者
又
は
法
人
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
別
記
様

７

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
別
記
様

式
第
十
二
に
よ
り
当
該
確
認
を
受
け
て
い
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
そ
の
旨
を

式
第
六
に
よ
り
当
該
確
認
を
受
け
て
い
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
そ
の
旨
を
通

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

知
す
る
も
の
と
す
る
。

８

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
当
該
確
認
の
日
付
及
び

８

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
確
認
の
日
付
及
び
当
該

当
該
確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
の
氏
名
又
は
法
人
の
名
称
を
公
示
す
る
も
の
と

確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
の
氏
名
又
は
法
人
の
名
称
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る

す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
確
認
を
取
り
消
し
た
場

。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
確
認
を
取
り
消
し
た
場
合
も

合
も
、
同
様
と
す
る
。

、
同
様
と
す
る
。

９

（
略
）

９

（
略
）

（
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

（
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

第
二
十
四
条

確
認
（
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

第
十
三
条

確
認
（
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
に

い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
平
成
二
十
三
年

お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当

三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他

該
申
請
者
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第

の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業

十
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に

者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

申
請
者
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
者
が
被
災
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業

２

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該

所
の
所
在
地
を
含
む
区
域
の
避
難
解
除
日
等
（
当
該
区
域
が
避
難
解
除
区
域
等
と

個
人
事
業
者
又
は
法
人
が
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
の
被
災
者

な
っ
た
日
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
後
に
行
う
も
の
と
す
る
。

で
あ
る
労
働
者
（
第
四
項
に
お
い
て
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
す
る



事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域
の
避
難
解
除
日
等
（
当
該
区
域
が
避
難
解
除
区
域

等
と
な
っ
た
日
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
後
に
行
う
も
の
と
す
る

。

３

前
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
確
認
に
つ
い
て
準
用
す

３

前
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
確
認
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
五

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三

項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項
」

別
記
様
式
第
十
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
四
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
別

と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
四
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
八
」
と
、

記
様
式
第
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
五
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
別

同
条
第
四
項
中
「
別
記
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
九
」
と
、
同
条

記
様
式
第
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
六
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

第
七
項
中
「
別
記
様
式
第
六
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
」
と
読
み
替
え
る

る
。

も
の
と
す
る
。

４

確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
が
、
当
該
確
認
を
受
け
被
災
労
働
者
を

４

確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
が
、
当
該
確
認
を
受
け
被
災
労
働
者
を

雇
用
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域
の
避
難
解
除
日
等
以
後
新
た
に
避
難
解

雇
用
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域
の
避
難
解
除
日
等
以
後
新
た
に
避
難
解

除
区
域
等
と
な
っ
た
区
域
に
当
該
事
業
所
を
移
転
し
、
若
し
く
は
新
た
に
被
災
労

除
区
域
等
と
な
っ
た
区
域
に
当
該
事
業
所
を
移
転
し
、
若
し
く
は
新
た
に
被
災
労

働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
設
置
し
、
又
は
当
該
区
域
内
に
現
に
存
す
る
事
業
所

働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
設
置
し
、
又
は
当
該
区
域
内
に
現
に
存
す
る
事
業
所

に
お
い
て
被
災
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
は
、
別
記
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書

に
お
い
て
被
災
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
は
、
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書

に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
福
島
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
福
島
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

前
条
第
三
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

６

前
条
第
三
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十

十
四
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
七
条
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
は
、
被
災
労
働
者
と

（
新
設
）



す
る
。

（
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

（
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

第
二
十
六
条

確
認
（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

第
十
四
条

確
認
（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と

と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。

す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
個

）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
申
請
者
の
事
業
所
の
所
在
地

人
事
業
者
又
は
法
人
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別

そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
十
八
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲

記
様
式
第
十
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る

げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
確
認
に
つ
い
て
準

２

第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
確
認
に
つ
い
て
準
用

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第

第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項

中
「
別
記
様
式
第
十
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
九
」
と
、
同
条
第
四
項
中

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
四
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
三
」

「
別
記
様
式
第
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
」
と
、
同
条
第
七
項
中

と
、
同
条
第
四
項
中
「
別
記
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
四
」
と

「
別
記
様
式
第
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
二
十
一
」
と
読
み
替
え
る
も

、
同
条
第
七
項
中
「
別
記
様
式
第
六
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
十
五
」
と
読

の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

（
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
添
付
書
類
）

（
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
添
付
書
類
）

第
二
十
八
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
（

第
十
六
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
（
法

法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
を
い
う
。
次
条
第

第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
を
い
う
。
次
条
第
一

一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
福
島

項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
福
島
県
等



県
等
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

は
、
当
該
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

当
該
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

（
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

第
二
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
福
島
県
等
か
ら
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

第
十
七
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
福
島
県
等
か
ら
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定

定
に
よ
り
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
生
活
拠
点
形
成

に
よ
り
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
は
、
生
活
拠
点
形
成
交

交
付
金
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
を
い
う
。
次
条
に
お

付
金
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
を
い
う
。
次
条
に
お
い

い
て
同
じ
。
）
の
配
分
計
画
を
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

て
同
じ
。
）
の
配
分
計
画
を
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
拠
点
形
成
交
付

生
活
拠
点
形
成
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
が
交
付
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付

金
交
付
担
当
大
臣
（
同
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
を

金
の
額
を
明
ら
か
に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付
金
の

額
を
明
ら
か
に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
と
協

か
じ
め
、
生
活
拠
点
形
成
交
付
金
交
付
担
当
大
臣
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

（
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
三
十
一
条

福
島
県
等
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

第
十
九
条

福
島
県
等
は
、
生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

生
活
拠
点
形
成
事
業
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
当
該
計
画
の
終
了
す
る
日
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
当
該
計
画

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

の
終
了
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
十
二
月
末
日
ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣



に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
産
業
復
興
再
生
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
削
る
）

第
二
十
条

福
島
県
知
事
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
六
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
法
第
六

十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
に
、
次
に
掲
げ
る
図

書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
る
主
体

の
特
定
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
関
係
市
町
村
長
及
び
同
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
実
施
主
体
の
意
見
の
概
要

三

法
第
六
十
一
条
第
五
項
の
提
案
を
踏
ま
え
た
産
業
復
興
再
生
計
画
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
産
業
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
提
案
の
概
要

四

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
区
域
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
と
併
せ
て
法
第
六
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案

に
係
る
書
類
の
写
し

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類



（
産
業
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

福
島
県
知
事
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
復

興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
七
に

よ
る
申
請
書
に
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
産
業
復
興
再
生
計
画
の

変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興

特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大

震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

認
定
産
業
復
興
再
生
計
画
（
法
第
六
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け

た
産
業
復
興
再
生
計
画
を
い
う
。
）
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
内
閣
総
理
大
臣
が

認
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条

（
略
）

（
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
分
野
）

第
三
十
四
条

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
分
野
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

農
林
水
産
物
の
生
産
、
加
工
、
流
通
及
び
販
売
等
に
関
す
る
事
業

二

観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
そ
の
他
の
福
島
（
法
第
四
条
第
一
号
に



規
定
す
る
福
島
を
い
う
。
）
に
お
け
る
観
光
の
振
興
に
資
す
る
事
業

（
法
第
七
十
五
条
の
二
の
指
定
事
業
者
の
要
件
）

第
三
十
五
条

法
第
七
十
五
条
の
二
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

も
の
と
す
る
。

一

指
定
（
法
第
七
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら

第
三
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
事
業
活
動
（
法
第
七
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
の
適
正
か
つ
確
実
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
「
特
定
事
業
活
動
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

特
定
事
業
活
動
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
が
提
出
特
定
事
業
活
動
振
興
計

画
（
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
特
定
事
業
活
動
振
興
計
画
を
い

う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

特
定
事
業
活
動
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
の
内
容
が
、
指
定
に
係
る
特
定

事
業
活
動
に
関
す
る
収
益
の
増
加
又
は
費
用
の
減
少
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

指
定
に
係
る
特
定
事
業
活
動
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

指
定
に
係
る
特
定
事
業
活
動
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎

を
有
す
る
こ
と
。

（
法
第
七
十
五
条
の
二
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
）



第
三
十
六
条

法
第
七
十
五
条
の
二
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
は
、
減

（
新
設
）

価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号

）
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
器
具
及
び
備
品
の
う
ち
、
指
定
に
係
る
特
定
事
業

活
動
の
実
施
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
事
業
活

動
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
書
の
提
出
時
期
及
び
手
続
）

第
三
十
七
条

法
第
七
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
業
年
度
又

（
新
設
）

は
連
結
事
業
年
度
終
了
後
一
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様

式
第
二
十
二
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
年
度
の
指
定
に
係
る
特
定
事
業
活
動
の
実
施
状
況

二

前
年
度
の
収
支
決
算

三

前
年
度
の
指
定
に
係
る
特
定
事
業
活
動
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建

物
及
び
そ
の
附
属
設
備
、
構
築
物
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
の

取
得
等
に
関
す
る
実
績

四

前
年
度
の
指
定
に
係
る
特
定
事
業
活
動
の
実
施
に
伴
う
法
第
七
十
五
条
の
三

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
雇
用
に
関
す
る
実
績

２

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
指
定
事
業
者
（
法
第
七
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
必
要
な
資
料
を
提
出
さ

せ
、
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

福
島
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
実
施
状
況
報
告
書
に
関
し
、
指
定
に
係

る
特
定
事
業
活
動
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
状
況



報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
事
業
者
に
対

し
て
、
別
記
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
当
該
事
業
活
動
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
と

認
定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
認
定
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

４

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し
て
、

別
記
様
式
第
二
十
四
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
十
五
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
事
業
者
の
指
定
の
申
請
手
続

等
）

第
三
十
八
条

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
条
に

（
新
設
）

お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
事
業
活
動
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計

画
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三

第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
事
業
者
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
別
記
様

式
第
二
十
六
に
よ
る
宣
言
書

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類

２

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
申
請



書
を
受
理
し
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
指
定
に
関
す
る
処
分
を
行

う
も
の
と
す
る
。

３

福
島
県
知
事
は
、
指
定
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
二

十
七
に
よ
る
指
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

福
島
県
知
事
は
、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
て
、

別
記
様
式
第
二
十
八
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

福
島
県
知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
に
際
し
、
指
定
の
日

か
ら
起
算
し
て
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
指
定
の
有
効
期
間
を
付
す
る

も
の
と
す
る
。

６

指
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
合
併
又
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
は
、
指
定

に
係
る
特
定
事
業
活
動
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
に
係
る
前
項
の
有
効
期
間
の
満

了
の
日
は
、
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
を
除
き
、

合
併
又
は
分
割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の

満
了
の
日
（
当
該
合
併
又
は
分
割
の
当
事
者
で
あ
る
法
人
の
う
ち
に
指
定
事
業
者

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
事
業
者
に
係
る
指
定
の
有
効

期
間
の
満
了
の
日
の
う
ち
最
も
早
い
日
）
と
す
る
。

７

指
定
事
業
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
係
る
記
載
事
項
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
福
島
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
事
業
者
は
、
当
該

変
更
後
の
別
記
様
式
第
二
十
五
に
よ
る
申
請
書
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に

、
当
該
変
更
の
内
容
が
分
か
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

福
島
県
知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
を
し
た
後
で
あ
っ
て



も
、
前
項
の
届
出
に
お
い
て
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
希
望
す
る
指
定
の

有
効
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
変
更
後
の
希
望
す
る
指
定
の
有
効
期

間
を
考
慮
し
て
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
っ
て
付
し
た
指
定
の
有
効
期
間
を
、
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

９

福
島
県
知
事
は
、
法
第
七
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消

し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の
に

対
し
て
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

福
島
県
知
事
は
、
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る

10
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
も

、
同
様
と
す
る
。

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
示
の
日

11
付
及
び
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

福
島
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し
、
必

12
要
な
資
料
を
提
出
さ
せ
、
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

（
削
る
）

第
二
十
五
条

法
第
八
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
認
定
重

点
推
進
計
画
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
重
点
推
進

計
画
を
い
う
。
）
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
内
閣
総
理
大
臣
が
認
め
る
も
の
と
す



る
。

（
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
）

第
三
十
九
条

法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
法
第
七
条

（
新
設
）

第
六
項
に
規
定
す
る
廃
炉
等
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
農
林
水
産
業
そ
の
他
の
復
興
庁
令
で

定
め
る
分
野
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

新
た
な
製
品
若
し
く
は
新
技
術
の
研
究
開
発
の
推
進
又
は
そ
の
成
果
の
活
用

に
資
す
る
事
業

二

企
業
そ
の
他
の
事
業
者
が
独
自
に
開
発
し
た
技
術
又
は
蓄
積
し
た
知
見
を
活

用
し
た
新
商
品
の
開
発
若
し
く
は
生
産
又
は
新
役
務
の
開
発
若
し
く
は
提
供
に

関
す
る
事
業

三

先
進
的
な
技
術
の
活
用
又
は
既
存
の
技
術
の
改
良
若
し
く
は
高
度
化
に
よ
る

新
商
品
の
開
発
若
し
く
は
生
産
又
は
新
役
務
の
開
発
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る

事
業

（
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
個
人

（
新
設
）

事
業
者
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

は
、
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
新
産
業
創
出
等
推

進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の

事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
九
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



一

申
請
者
が
個
人
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

三

法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
別
記
様

式
第
三
十
に
よ
る
宣
言
書

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類

２

前
項
の
申
請
に
係
る
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
実
施
期
間
は
、
五

年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３

認
定
事
業
者
（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
合
併
又
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認

定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
認
定
新
産
業
創
出
等

推
進
事
業
実
施
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
新
産
業

創
出
等
推
進
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
に
係
る
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
実
施
期
間
は
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場

合
を
除
き
、
合
併
又
は
分
割
の
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
新
産
業

創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
実
施
期
間
と
す
る
。

（
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
四
十
一
条

法
第
八
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
新
産
業
創
出
等
推

（
新
設
）

進
事
業
実
施
計
画
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実

施
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
事
業



者
は
、
当
該
変
更
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
三
十

一
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
認
定
新
産
業

創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添

え
て
、
こ
れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

認
定
事
業
者
は
、
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
に
従
っ
て
新
産
業

創
出
等
推
進
事
業
を
実
施
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
前
項
の
申
請
に
お
い
て
法
第
八

十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
施
期
間
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は

、
当
該
実
施
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
変
更
の

認
定
を
受
け
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
十
二
条

法
第
八
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
た
認
定
事
業

（
新
設
）

者
は
、
福
島
県
知
事
か
ら
、
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
の
実
施
状

況
に
関
し
、
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
報
告
を
求
め
る
と
き
は
、
報
告
書
の
様
式
、
報
告
書

の
提
出
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
八
十
五
条
の
五
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
）

第
四
十
三
条

法
第
八
十
五
条
の
五
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
減
価
償
却
資
産
は
、
減

（
新
設
）

価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
器
具
及

び
備
品
の
う
ち
、
認
定
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
実
施
計
画
に
係
る
新
産
業
創
出



等
推
進
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
新
産

業
創
出
等
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
八
十
五
条
の
七
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
）

第
四
十
四
条

法
第
八
十
五
条
の
七
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
労
働
者
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
者
と
す
る
。

一

被
災
労
働
者

二

次
に
掲
げ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

イ

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
福
島
国
際
研
究
産
業
都
市
区
域
（

法
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
福
島
国
際
研
究
産
業
都
市
区
域
を
い
う
。
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
所
在
す
る
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者

ロ

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
福
島
国
際
研
究
産
業
都
市
区
域
内

に
居
住
し
て
い
た
者

三

認
定
事
業
者
の
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
労
働
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

イ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
雇
用
さ
れ
た
労
働
者

の
う
ち
、
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を

必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

ロ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
令
和
三
年
四
月
一
日
前
に
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
の

う
ち
、
同
日
以
後
に
お
い
て
新
た
に
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
に
関
す
る
専

門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者



別
記
様
式
第
一
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
十
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第１（第１条関係）

福島復興再生計画認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

知事の氏名

福島復興再生特別措置法第７条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づ

き、下記のとおり福島復興再生計画について認定を申請します。

注 福島復興再生特別措置法第７条第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び同法

附則第３条に規定する措置」の文字を、同法附則第３条に規定する措置のみに基づく計

画にあっては「第７条第１項の規定及び同法」の文字を抹消してください。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



福島復興再生計画

１ 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項

２ 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項

３ 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項

４ 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実

現のために実施すべき施策に関する事項

５ 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進を図るために実施すべき施策に関する事

項

６ 再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業

に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の

強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために実施すべき施

策に関する事項

７ 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関す

る事項

８ その他福島の復興及び再生に関し必要な事項



別記様式第２（第３条関係）

福島復興再生計画の変更の認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

知事の氏名

年 月 日付けで認定を受けた福島復興再生計画について下記のとおり変更したいの

で、福島復興再生特別措置法第７条の２第１項において読み替えて準用する東日本大震災

復興特別区域法第６条第１項の規定及び福島復興再生特別措置法附則第３条に規定する措

置に基づき、認定を申請します。

１ 変更事項

２ 変更事項の内容

注１ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載してください。

２ 福島復興再生特別措置法第７条の２第１項において読み替えて準用する東日本大震

災復興特別区域法第６条第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び福島復興再

生特別措置法附則第３条に規定する措置」の文字を、福島復興再生特別措置法附則第

３条に規定する措置のみに基づく計画にあっては「福島復興再生特別措置法第７条の

２第１項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第６条第１項の規

定及び」の文字を抹消してください。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第３（第６条関係）

年 月 日

内閣総理大臣 殿

施設管理者の氏名

福島避難解除等区域等生活環境整備事業実施の要請について

福島復興再生特別措置法第17条第１項及び同法第17条の16第１項並びに福島復興再生特

別措置法施行規則第６条第１項の規定に基づき、下記の生活環境整備事業の実施を要請し

ます。

記

（事業名）



別記様式第４（第７条関係）

特定復興再生拠点区域復興再生計画認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

特定避難指示区域市町村の長の氏名

福島復興再生特別措置法（以下「法」という。）第17条の２第１項の規定及び法附則第

３条に規定する措置に基づき、特定復興再生拠点区域復興再生計画について認定を申請し

ます。

注 法第17条の２第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び法附則第３条に規定す

る措置」の文字を、法附則第３条に規定する措置のみに基づく計画にあっては「第17条

の２第１項の規定及び法」の文字を抹消してください。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

特定復興再生拠点区域復興再生計画

作成主体の名称：

１ 特定復興再生拠点区域の区域

２ 特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標

３ 特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間

４ 土地利用に関する基本方針

５ 産業の復興及び再生に関する事項



６ 道路その他の公共施設の整備に関する事項

７ 生活環境の整備に関する事項

８ 土壌等の除染等の措置（法第17条の２第１項第１号に規定する土壌等の除染等の措置

をいう。）、除去土壌の処理（同条第２項第８号に規定する除去土壌の処理をいう。）

及び廃棄物の処理（同号に規定する廃棄物の処理をいう。）に関する事項

９ その他特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項



別記様式第５（第８条関係）

特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定申請書

年 月 日

内閣総理大臣 殿

特定避難指示区域市町村の長の氏名

年 月 日付けで認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画について下記のと

おり変更したいので、福島復興再生特別措置法第17条の３において読み替えて準用する東

日本大震災復興特別区域法第６条第１項の規定及び福島復興再生特別措置法附則第３条に

規定する措置に基づき、認定を申請します。

１ 変更事項

２ 変更事項の内容

注１ 変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載してください。

２ 福島復興再生特別措置法第17条の３において読み替えて準用する東日本大震災復興

特別区域法第６条第１項の規定のみに基づく計画にあっては「及び福島復興再生特別

措置法附則第３条に規定する措置」の文字を、福島復興再生特別措置法附則第３条に

規定する措置のみに基づく計画にあっては「福島復興再生特別措置法第17条の３にお

いて読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第６条第１項の規定及び」の文

字を抹消してください。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第６（第 12 条関係） 

 

認定申請書 

                                                        年  月  日 

  

 福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

   

 福島復興再生特別措置法第20条第１項に規定する認定を受けたいので、福島復興再生特別措置法施

行規則第12条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

   

                                       記 

   

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 

２．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地 

３．設立年月日（法人に限る。） 

４．避難解除等区域復興再生推進事業実施計画（別紙） 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 



別記様式第６（別紙）（第12条関係） 

 

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画 

 

１．避難解除等区域復興再生推進事業（以下「事業」という。）の目標 

（１）目標 

（２）提出企業立地促進計画に掲げる目標との関係性 

 

２．事業の内容及び実施期間 

（１）内容 

（イ）事業の名称 

（ロ）具体的な内容 

（ハ）事業を行おうとする所在地及び事業所名 

（ニ）事業の属する業種名（日本標準産業分類） 

   大分類：  

   中分類：  

   小分類： 

（２）実施期間 

 

３．事業の実施体制 

（１）実施体制 

（２）事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得又は製作若しくは建設（以

下「設備投資」という。）に関する事項 

 （イ）実施期間全体における設備投資予定額  総計  千円 

 （ロ）年度別内訳（別紙１） 

（３）原子力発電所事故により避難の対象となった労働者等の雇用及び当該労働者等に対して支給す

る給与に関する事項 

 （イ）実施計画全体における予定延べ雇用者数  総数  人 

 （ロ）（イ）の雇用者に対して支給する給与等の支給予定額  総計   千円 

 （ハ）年度別内訳（別紙２） 

 

４．事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法等 

 （１）事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

  （イ）実施計画全体における事業の実施に要する資金の見込額  総計  千円 

  （ロ）（イ）の見込額のうち、施設の新設等のために積み立てる資金の調達予定額       総

計  千円 

  （ハ）（イ）の見込額の調達方法 

  （ニ）年度別内訳 

 （２）福島復興再生特別措置法第25条の規定の適用を受けようとする場合においては、事業の用に供

する施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金の積立期間 

 

注 ２．（１）（ハ）の「事業を行おうとする所在地及び事業所」が、福島復興再生特別措置法施行規則

第12条第１項第４号ロ(1)の「施設の新設等をする予定地」と異なる場合には、「施設の新設等をする

予定地」を別途記載してください。 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 







別記様式第７（第12条関係）

認定基準に関する宣言書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

私（当社）は、福島復興再生特別措置法第20条第１項に規定する認定を申請するに当た

り、同条第３項各号に掲げる避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の基準に適合する

ことを宣言します。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第８（第13条関係） 

 

変更認定申請書 

 年  月  日 

 

福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

 

  年 月 日付けで認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画について、下記のとおり

変更したいので、福島復興再生特別措置法第20条第４項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．変更事項 

変更前 変更後 

  

 

２．変更の趣旨及び理由 

 計画変更に至った背景等を具体的に記載すること。 

 

３．変更後の避難解除等区域復興再生推進事業実施計画（別紙） 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第９（第23条関係）

確認申請書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

福島復興再生特別措置法第36条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第23条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

２．平成23年３月11日における個人事業者又は法人の事業所の所在地（避難指示の対象と

なった区域内に限る。）

３．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１０（第23条関係）

確 認 書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請について、下記のとおり避難指示の対象となった区域内に

平成23年３月11日において事業所が所在していたことの確認をしましたので、福島復興再

生特別措置法施行規則第23条第３項の規定に基づき、確認書を交付します。

記

１．平成23年３月11日における事業所の所在地

（１）この確認が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表し

ます。

（２）偽りその他不正の手段によりこの確認を受けたことが判明するに至ったとき

は、直ちにこの確認書を返納してください。

（備考）・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

・確認申請書の記載内容に変更があった場合は、別途届け出ること。



別記様式第１１（第23条関係）

福島復興再生特別措置法第36条に規定する確認をすることができない旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請については、下記の理由により確認をすることができませ

んでしたので、福島復興再生特別措置法施行規則第23条第４項の規定に基づき、その旨通

知します。

記

確認をすることができない理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１２（第23条関係）

福島復興再生特別措置法第36条に規定する確認を取り消す旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けで交付した確認書については、下記の理由によりその確認を取り消し

ましたので、福島復興再生特別措置法施行規則第23条第７項の規定に基づき、その旨通知

します。

記

確認を取り消す理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１３（第24条関係）

確認申請書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

福島復興再生特別措置法第37条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第24条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

２．平成23年３月11日における個人事業者又は法人の事業所の所在地（避難指示の対象と

なった区域内に限る。）

３．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１４（第24条関係）

確 認 書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請について、下記のとおり避難指示の対象となった区域内に

平成23年３月11日において事業所が所在していたことの確認をしましたので、福島復興再

生特別措置法施行規則第24条第３項において準用する同規則第23条第３項（同規則第24条

第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、確認書を交付します。

記

１．平成23年３月11日における事業所の所在地

（福島復興再生特別措置法施行規則第24条第６項において同規則第23条第３項を準用する

場合）

２．福島復興再生特別措置法施行規則第24条第４項の届出に係る新たに避難解除区域等と

なった区域の避難解除日等

（１）この確認が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表し

ます。

（２）偽りその他不正の手段によりこの確認を受けたことが判明するに至ったとき

は、直ちにこの確認書を返納してください。

（備考）・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

・確認申請書の記載内容に変更があった場合は、別途届け出ること。



別記様式第１５（第24条関係）

福島復興再生特別措置法第37条に規定する確認をすることができない旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請については、下記の理由により確認をすることができませ

んでしたので、福島復興再生特別措置法施行規則第24条第３項において準用する同規則第

23条第４項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認をすることができない理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１６（第24条関係）

福島復興再生特別措置法第37条に規定する確認を取り消す旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けで交付した確認書については、下記の理由によりその確認を取り消し

ましたので、福島復興再生特別措置法施行規則第24条第３項において準用する同規則第23

条第７項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認を取り消す理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１７（第24条関係）

福島復興再生特別措置法施行規則第24条第４項に基づく届出書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

新たに避難解除区域等となった区域に係る福島復興再生特別措置法（以下「法」とい

う。）第37条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置法施行規則第24条第

４項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１．法第37条に規定する確認を受け被災労働者を雇用した個人事業者又は法人の事業所の

所在地、当該所在地を含む区域の避難解除日等及び福島県知事の確認日

確認を受け被災労働者を雇用した 左記所在地を含む区域 福島県知事の確認日

事業所の所在地 の避難解除日等

２．１の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域におけ

る事業所の所在地及び当該所在地を含む区域の避難解除日等

新たに解除された区域における事業所の所在地 左記所在地を含む区

域の避難解除日等

（添付書類）１及び２について事業所の所在地の住所が分かる書類を添付すること。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１８（第26条関係）

確認申請書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

福島復興再生特別措置法第38条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第26条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

２．平成23年３月11日における個人事業者又は法人の事業所の所在地（避難指示の対象と

なった区域内に限る。）

３．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１９（第26条関係）

確 認 書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請について、下記のとおり避難指示の対象となった区域内に

平成23年３月11日において事業所が所在していたことの確認をしましたので、福島復興再

生特別措置法施行規則第26条第２項において準用する同規則第23条第３項の規定に基づき、

確認書を交付します。

記

平成23年３月11日における事業所の所在地

（１）この確認が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表し

ます。

（２）偽りその他不正の手段によりこの確認を受けたことが判明するに至ったとき

は、直ちにこの確認書を返納してください。

（備考）・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

・確認申請書の記載内容に変更があった場合は、別途届け出ること。



別記様式第２０（第26条関係）

福島復興再生特別措置法第38条に規定する確認をすることができない旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けの確認申請については、下記の理由により確認をすることができませ

んでしたので、福島復興再生特別措置法施行規則第26条第２項において準用する同規則第

23条第４項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認をすることができない理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第２１（第26条関係）

福島復興再生特別措置法第38条に規定する確認を取り消す旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名

年 月 日付けで交付した確認書については、下記の理由によりその確認を取り消し

ましたので、福島復興再生特別措置法施行規則第26条第２項において準用する同規則第23

条第７項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認を取り消す理由

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
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別記様式第２２（第37条関係） 

   

特定事業活動に関する実施状況報告書 

 年  月  日 

福島県知事 殿 

指定事業者の氏名又は名称及び代表者の氏名    

  

  福島復興再生特別措置法（以下「法」という。）第75条の２に規定する指定（ 年 月 日付け）を

受けた特定事業活動について、法第75条の４第１項の規定に基づき、  年  月  日から  年  

月  日まで（指定を受けた日の属する事業年度（個人事業者は暦年）から起算して第 事業年度）の

実施状況を下記のとおり報告します。 

   

                                        記 

   

１．特定事業活動の内容 

２．特定事業活動の実施場所 

３．特定事業活動指定事業者事業実施計画期間及び指定の有効期間 

４．特定事業活動の実施状況 

５．収支決算 

６．特定事業活動の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取

得又は製作若しくは建設（以下「設備投資」という。）に関する実績 

  （１）報告対象年度内の設備投資実績額  総計  千円 

  （２）内訳（別紙１及び２） 

  （３）各年度の設備投資実績額（千円） 

 

 

 

 

７．被災雇用者等の雇用に関する実績 

  （１）報告対象年度内の延べ雇用者数    人 

  （２）内訳 

 

  

 

 

 

（３）各年度の雇用実績（人） 

 

 

 

 

８．資金の調達に関する実績 

（１）事業の実施に要する資金額     千円 

（２）内訳 

       

   

 

 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

年度 年度 年度    年度    年度    年度 

投資額      

事業所所在地 雇用者数 

  

  

年度 年度 年度    年度    年度    年度 

雇用者数      

資金調達先 資金調達額 資金調達方法 

   

   







別記様式第２３（第37条関係） 

 

特定事業活動の実施に係る認定書 

年  月  日 

 個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿 

福島県知事    

 

  年 月 日付けの特定事業活動に係る実施状況報告を踏まえ、福島復興再生特別措置法施行規則第 

37条第３項の規定に基づき、当該事業活動が下記のとおり適切に実施されている旨、これを認定します。 

 

                                       記 

認定の概要 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２４（第37条関係） 

 

特定事業活動の実施に係る認定をしない旨の通知書 

年  月  日 

 個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿 

福島県知事    

 

  年 月 日付けの福島復興再生特別措置法第75条の４第１項の規定による報告については、下記の

理由により認定をしません。 

 

                                       記 

認定をしない理由 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２５（第38条関係） 

 

指定申請書 

年  月  日 

 福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

   

 福島復興再生特別措置法第75条の２に規定する指定を受けたいので、福島復興再生特別措置法施行規

則第38条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

   

                                       記 

   

１． 個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 

２．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事務所の所在地 

３．設立年月日（法人に限る。） 

４．特定事業活動指定事業者事業実施計画（別紙） 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２５（別紙）（第38条関係） 

 

特定事業活動指定事業者事業実施計画 

 

１．実施する特定事業活動の内容 

(1) 資本金額  万円（法人に限る。） 

(2) 従業員数  人 

(3) 実施する特定事業活動の内容 

 (ｲ) 事業の名称 

 (ﾛ) 具体的な内容 

 (ﾊ) 特定事業活動の実施場所 

 (ﾆ) 事業の属する業種名（日本標準産業分類） 

   大分類： 

   中分類： 

   小分類： 

 

２．上記特定事業活動の実施が収益の増加又は費用の減少に寄与する理由 

 

３．特定事業活動指定事業者事業実施計画期間（以下「計画期間」という。）及び希望する指定の有効

期間 

 

４．事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得又は製

作若しくは建設（以下「設備投資」という。）に関する事項 

(1) 計画期間全体における設備投資予定額  総計  千円 

(2) 年度別内訳（別紙１及び２） 

 

５．被災雇用者等の雇用に対して支給する給与に関する事項 

(1) 計画期間全体における予定延べ雇用者数  総数  人 

(2) (1)の雇用者に対して支給する給与等の支給予定額  総計  千円 

(3) 年度別内訳（別紙３） 

 

６．事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

（1）計画期間全体における事業の実施に要する資金の見込額  総計  千円 

（2）(1)の見込額の調達方法 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 









別記様式第２６（第38条関係） 

 

指定要件に関する宣言書 

 年  月  日 

福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

   

  私（当社）は、福島復興再生特別措置法第75条の２に規定する指定を申請するに当たり、福島復興再

生特別措置法施行規則第35条各号までに掲げる指定事業者の要件に該当することを宣言します。 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２７（第38条関係） 

 

指定書 

年  月  日 

 個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿 

福島県知事    

 

  年 月 日付けの指定申請について、福島復興再生特別措置法第75条の２に規定する「指定事業者」

として、指定します。 

 

                                       記 

福島復興再生特別措置法施行規則第35条各号に該当すること。 

１． 資本金額          万円（法人に限る。） 

２． 従業員数           人 

３． 設立年月日    年  月  日（法人に限る。） 

４．特定事業活動の内容 

 

(1) この指定書は、  年  月  日まで有効です。 

(2) この指定が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表します。 

(3) 福島復興再生特別措置法施行規則第35条各号に掲げる指定事業者の要件に該当しなくなったとき及

び偽りその他不正の手段によりこの指定を受けたことが判明するに至ったときは、直ちにこの指定

書を返納してください。 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２８（第38条関係） 

 

福島復興再生特別措置法第75条の２に規定する指定をしない旨の通知書 

年  月  日 

 個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿 

福島県知事    

 

  年 月 日付けの福島復興再生特別措置法第75条の２に規定する指定の申請については、下記の理

由により指定をしません。 

 

                                       記 

指定をしない理由 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第２９（第 40条関係） 

 

認定申請書 

                                                        年  月  日 

  

 福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

   

 福島復興再生特別措置法第85条の２第１項に規定する認定を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第40条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

   

                                       記 

   

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 

２．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事務所の所在地 

３．設立年月日（法人に限る。） 

４．新産業創出等推進事業実施計画（別紙） 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 



 

別記様式第２９（別紙）（第 40条関係） 

 

新産業創出等推進事業実施計画 

 

１．新産業創出等推進事業（以下「事業」という。）の目標 

(1) 目標 

(2) 提出新産業創出等推進事業促進計画に掲げる目標との関係性 

 

２．事業の内容及び実施期間 

(1) 資本金額  万円（法人に限る。） 

(2) 従業員数  人 

(3) 事業内容 

(ｲ) 事業の名称 

(ﾛ) 具体的な内容 

(ﾊ) 事業を行おうとする所在地及び事業所名 

(ﾆ) 事業の属する業種名（日本標準産業分類）  

大分類： 

中分類： 

小分類： 

(4) 実施期間 

 

３．事業の実施体制 

 

４．事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得又は製作

若しくは建設（以下「設備投資」という。）に関する事項 

(1) 実施期間全体における設備投資予定額  総計  千円 

(2) 年度別内訳（別紙１及び２） 

 

５．原子力災害の被災者である労働者等の雇用及び当該労働者等に対して支給する給与に関する事項 

(1) 原子力災害の被災者である労働者又は平成 23 年３月 11 日において福島国際研究産業都市区域内

に居住等していた労働者の雇用に関する事項 

(ｲ) 実施期間全体における予定延べ雇用者数  総数  人 

(ﾛ) (ｲ)の雇用者に対して支給する給与等の支給予定額  総計  千円 

(ﾊ) 年度別内訳（別紙３） 

(2) 事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の雇用に関する事項 

(ｲ) 実施期間全体における予定延べ雇用者数  総数  人 

(ﾛ) (ｲ)の雇用者に対して支給する給与等の支給予定額  総計  千円 

(ﾊ) 年度別内訳（別紙４及び５） 



 

 

６．事業に関連する開発研究の用に供する減価償却資産の取得又は製作若しくは建設に関する事項 

(1) 実施期間全体における設備投資予定額  総計  千円 

(2) 年度別内訳（別紙６） 

 

７．事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

（1）実施期間全体における事業の実施に要する資金の見込額  総計  千円 

（2）(1)の見込額の調達方法 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 















別記様式第３０（第40条関係） 

 

認定基準に関する宣言書 

 年  月  日 

 

福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

         

   

  私（当社）は、福島復興再生特別措置法第85条の２第１項に規定する認定を申請するに当たり、同条

第３項各号に掲げる新産業創出等推進事業実施計画の基準に適合することを宣言します。 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 



別記様式第３１（第41条関係） 

 

変更認定申請書 

 年  月  日 

 

福島県知事 殿 

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名    

 

  年 月 日付けで認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画について、下記のとおり変更したい

ので、福島復興再生特別措置法第85条の２第４項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．変更事項 

変更前 変更後 

  

 

２．変更の趣旨及び理由 

 計画変更に至った背景等を具体的に記載すること。 

 

３．変更後の新産業創出等推進事業実施計画（別紙） 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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。
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も
の
が
作
成
す
る
同
項

に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
に
基
づ
く
新
復
興
特
区
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
る
た
め
に
施
行
日
以
後
に
東
日
本
大
震

災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
そ
の
申
請
に
係
る
同
令
第
十



四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
が
当
該
旧
指
定
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
事
業
実
施
計
画
と
同

一
性
を
失
わ
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
同
令
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

「
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
書
を
令
和
三
年
四

月
一
日
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則

及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
（
令
和
三
年
復
興
庁
令
第

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
旧
復
興
推
進
計
画
（
第
八
項
に
お
い
て
「
旧
復
興
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
指
定
の
日
」
と
、
同
条
第
八
項

中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
旧
復
興
推
進
計
画
に
基
づ
く
指
定
の
日
」
と
す
る
。




